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先日今年の漢字「熊」と発表されました。巷では１位は「熊」か「米」ではないかと話題
になってましたが、「熊」が２３，３４６票で「米」が２３，１６６票、その差わずか１
８０票の接戦でした。その熊ですが、一時は毎日どこかで熊の被害が出たとニュースにな
っていましたが、最近めっきり聞かなくなりました。お隣の国の嫌がらせの話題が増える
中で相対的に減った様な気もしますが、文字通り気のせいで熊もようやく冬眠したという
ことでしょうか？皆様、良い年をお迎えください。来年もよろしくお願いいたします。

子ども・子育て支援金について

皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか？岸田内閣時代に「増税メガネ」と揶揄される
のを嫌った岸田内閣が、増税ではないとして導入を決めたと言われる「こども・子育て支
援金」です。この支援金は、社会保険料に上乗せして徴収される仕組みで、社会保険料の
趣旨に合わないと散々野党が反対しましたが、国民の負担額さえ明確にしないまま強行採
決されたものです（この法案に関する国会答弁を YouTube でみましたが、与党側の回答は
同じ答弁を繰り返すだけで、それはもうひどい内容でした）。いよいよそれが来年から開
始されるということで、全国健康保険協会は、令和７年１１月２８日に開催された全国健
康保険協会運営委員会の資料として「子ども・子育て支援金について」を公開しました。

１．子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策（児童手当の拡充、妊婦への支援給付、こど

も誰でも通園制度、出生後休業支援給付および育児時短休業給付、国民年金第１号被保険
者の育児期間に係る保険料の免除）のための特定財源として、令和８年度から１０年度に
かけて段階的に導入されます。

２．開始時期と徴収方法
令和８年４月分（５月末納付分）より、労使折半で子ども・子育て支援金を負担します

。医療保険料と同様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収されることになっており、産休中
や育休中の場合は免除されます。制度の適用開始は、任意継続被保険者も同様です。

３．支援金率と年収別の負担額
負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に支援金率を乗じて求められます。支援金

率は国が一律で定めることとされており、０．２４％から段階的に引き上げられ、令和 １
０年度に０．４％になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は、令和８年度では
月に４５０円、令和９年度では月に６００円、令和１０年度では月に８００円と見込まれ
ています。これはあくまで平均であり、収入の多い方はもっと多くの金額を徴収されるこ
とになります。

４．給与明細への表示
こども家庭庁の事務連絡(２０２５，６．１８)において、被保険者から保険料を徴収す

る際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはなっていません（し
てほしくないのではと、邪推してます）。ただし、制度への理解・協力を促す観点から、
給与明細書には医療保険料等と区別して表示することが望ましいでしょう。

「こども・子育て支援金」は、どう言葉を繕ったところで、間違いなく増税だと思いま
すが、せめて正しい使い方をして貰いたいものです。まあ、文句ばかり言っても仕方ない
ので、従業員への説明や給与明細の修正対応ができるよう、来年の開始に向けて理解と準
備をしておくべきですね。

【全国健康保険協会「子ども・子育て支援金について」】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai138kai/2025112814.pdf


